
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関

する法律案に対する附帯決議 

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべき

である。 

 

一 障害者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通への配

慮に努めて開発した情報通信機器その他の機器及び情報通信技術を活用し

た役務を優先的に調達する制度について、検討を行うこと。 

 

二 情報コミュニケーション・アクセシビリティの推進のため、障害者基本計

画の達成状況を踏まえ、法の見直しなど必要な措置を講ずること。 

 

三 情報コミュニケーション・アクセシビリティに関する相談窓口の設置を検

討すること。 

 

四 行政機関に提出する書類のバリアフリー化、災害時の情報保障、選挙に

おける情報アクセシビリティの改善、資格試験など各種試験のバリアフリー

化など、情報コミュニケーション・アクセシビリティのさらなる促進について

財政的な措置を含め必要な検討を行うこと。 

 

五 本法同様に四十七全都道府県と千七百四十一全市区町村の議会から制

定を求める意見書が国に提出されていることを踏まえ、手話言語法の立法

を含め、手話に関する施策の一層の充実の検討を進めること。 
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